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（注） 

 

１ 本文中の（別紙）（様式）は，「別紙資料」フォルダ内にデータあり。 

２ 本文中の「再開等に関するＱ＆Ａ」は，「別紙資料」フォルダ内の「新型コロナウイ

ルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育

活動の再開等に関するＱ＆Ａの送付について」（令和２年５月１３日文部科学省事

務連絡）。 

以降の内容は，文部科学省 web ページ掲載の「学校における新型コロナウイルス感

染症対策に関するＱ＆Ａ」による。 

３ 「県立学校の学校再開に向けた対応等について」（令和２年５月１５日教育長）を受

けて一部修正。 

４ 「学校おける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」（令和２年

５月２２日文部科学省事務連絡）を受けて，一部修正。 

５ 「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る学校再開に向けてのＱ＆Ａ（県立学校

向け）」（令和２年５月２８日県通知）を受けて，一部修正。 

６ 「県立学校において感染者等が発生した場合の臨時休業等の対応について」（令和

２年７月９日教育長）を受けて，改訂。 


